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�愛媛県規則第２号
食品衛生法施行細則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

食品衛生法施行細則等の一部を改正する規則

（食品衛生法施行細則の一部改正）

第１条 食品衛生法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…１５６

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…１５６
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○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１５７

○ 資金管理団体の指定の届出………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１５７
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改 正 後 改 正 前

（食品営業許可申請書）

第５条 省略

２・３ 省略

４ 第１項の申請書には、営業者から当該営業を譲り受けた者にあ

つては、契約書の写しその他の営業の譲渡を証する書類を添えな

ければならない。

様式第２号（第５条、第６条関係）

（表）

（食品営業許可申請書）

第５条 省略

２・３ 省略

様式第２号（第５条、第６条関係）

（表）

省略 省略

営業設備の大要及び営業所付近の見取図（継続許可申請の場

合には、記入する必要はありません。）

営業設備の大要及び営業所付近の見取図（継続許可申請の場

合には、記入する必要はありません。）
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（公衆浴場法施行細則の一部改正）

第２条 公衆浴場法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

営業を譲り受けたこ

とを証する旨（営業

を譲り受けていない

場合には、記入する

必 要 は あ り ま せ

ん。）

省略 省略

注意１～３ 省略

４ 営業設備の大要及び営業所付近の見取図の欄は、営

業者から当該営業を譲り受けた場合であつて、その内

容に変更がないときは、記入を省略することができま

す。

５ 営業を譲り受けたことを証する旨の欄は、営業を譲

り受けた事実を記入してください。

６ 省略

７ 省略

８ 次の書類を添付してください。

�・� 省略

� 契約書の写しその他の営業の譲渡を証する書類

（営業を譲り受けて新規許可申請をする者に限

る。）

注意１～３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 次の書類を添付してください。

�・� 省略

（裏） 省略

様式第４号（第８条関係）

（裏） 省略

様式第４号（第８条関係）

省略 省略

注意１ 省略

２ 相続による場合にあつては�及び�の書類を、合併

による場合にあつては�の書類を、分割による場合に

あつては�の書類をそれぞれ添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令

第１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同

条第１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

�～� 省略

注意１ 省略

２ 相続による場合にあつては�及び�の書類を、合併

による場合にあつては�の書類を、分割による場合に

あつては�の書類をそれぞれ添付してください。

� 戸籍謄本

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（許可申請）

第１条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。ただし、浴場業を営む者（以下「営業者」という。）から当

該浴場業を譲り受けた場合であつて、営業施設の構造設備に変更

がないときは、第１号及び第５号に掲げる書類の添付を省略する

ことができる。

�～� 省略

� 敷地周囲３００メートルに至る区画内の主要道路及び建築物を

表示し、隣接浴場との最短距離を実測記入した見取図

� 営業施設の平面図及び断面図

（許可申請）

第１条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

�～� 省略

� 敷地周囲３００メートルに至る区画内の主要道路及び建築物を

表示し、隣接浴場との最短距離を実測記入した見取図並びに営

業施設の平面図及び断面図
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（興行場法施行細則の一部改正）

第３条 興行場法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 省略

� 省略

（許可証の交付）

第２条 省略

２ 前項の許可証を毀損し、又は亡失したときは、営業者

は、別記様式第３号により、１０日以

内に、所轄保健所長を経由して知事にその再交付を申請しなけれ

ばならない。この場合において、その申請が許可証の毀損に係る

ものであるときは、その許可証を添付しなければならない。

３ 省略

様式第１号（第１条関係） 公衆浴場営業許可申請書

� 省略

� 省略

（許可証の交付）

第２条 省略
き

２ 前項の許可証を毀損し、又は亡失したときは、浴場業を営む者

（以下「営業者」という。）は、別記様式第３号により、１０日以

内に、所轄保健所長を経由して知事にその再交付を申請しなけれ
き

ばならない。この場合において、その申請が許可証の毀損に係る

ものであるときは、その許可証を添付しなければならない。

３ 省略

様式第１号（第１条関係） 公衆浴場営業許可申請書

省略 省略

公衆浴場の

種 類

浴場の種別
一般浴場・福利厚生施設・特殊

浴場（ ）

公衆浴場の

種 類

浴場の種別
一般浴場・福利厚生施設・特殊

浴場（ ）
湯 質

温湯・温泉・薬湯・電気湯・そ

の他（ ）

薬湯の内容
湯 質

温湯・温泉・薬湯・電気湯・そ

の他（ ）営業を譲り

受けたこと

を証する旨

有・無 営業譲渡者の署名
薬湯の内容

省略 省略

注１～４ 省略

５ 営業譲渡者の署名欄の記入に代えて、営業を譲り受け

たことを証する書類を添付することができる。

６ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、浴場業を営

む者から当該浴場業を譲り受けた場合であつて、営業施

設の構造設備に変更がないときは、�及び�の書類の添

付を省略することができる。

�～� 省略

� 敷地周囲３００メートルに至る区画内の主要道路及び建

築物を表示し、隣接浴場との最短距離を実測記入した

見取図

� 営業施設の平面図及び断面図

� 省略

� 省略

様式第４号（第３条関係） 相続による公衆浴場営業承継届書

注１～４ 省略

５ 添付書類

�～� 省略

� 敷地周囲３００メートルに至る区画内の主要道路及び建

築物を表示し、隣接浴場との最短距離を実測記入した

見取図並びに営業施設の平面図及び断面図

� 省略

� 省略

様式第４号（第３条関係） 相続による公衆浴場営業承継届書

省略 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 戸籍謄本

� 省略

改 正 後 改 正 前

第３条 法第２条第１項の規定により知事の許可を受けようとする

者は、興行場営業許可申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書

第３条 法第２条第１項の規定により知事の許可を受けようとする

者は、興行場営業許可申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書
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類及び所定の営業許可申請手数料を添えて、知事に提出しなけれ

ばならない。ただし、興行場営業を営む者（以下「営業者」とい

う。）から当該興行場営業を譲り受けた場合であつて、営業施設

の構造設備に変更がないときは、第３号に掲げる書類の添付を省

略することができる。

� 省略

� 申請地を中心とした半径２００メートル以内の見取図

� 営業施設の平面図及び断面図

� 省略

� 省略

２ 省略

第４条 省略

２ 省略

３ 営業者 は、許可証を

毀損し、又は亡失したときは、速やかに興行場営業許可証再交付

申請書（別記様式第４号）により、再交付の申請をしなければな

らない。

第５条 法第２条の２第２項の規定により相続による営業者の地位

の承継の届出をしようとする者は、相続による興行場営業承継届

出書（別記様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出

しなければならない。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）第

２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第１項に規定する

法定相続情報一覧図の写し

� 省略

様式第１号（第３条関係） 興行場営業許可申請書

類及び所定の営業許可申請手数料を添えて、知事に提出しなけれ

ばならない。

� 省略

� 申請地を中心とした半径２００メートル以内の見取図並びに営

業施設の平面図及び断面図

� 省略

� 省略

２ 省略

第４条 省略

２ 省略

３ 興行場営業を営む者（以下「営業者」という。）は、許可証を
き

毀損し、又は亡失したときは、速やかに興行場営業許可証再交付

申請書（別記様式第４号）により、再交付の申請をしなければな

らない。

第５条 法第２条の２第２項の規定により相続による営業者の地位

の承継の届出をしようとする者は、相続による興行場営業承継届

出書（別記様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出

しなければならない。

� 戸籍謄本

� 省略

様式第１号（第３条関係） 興行場営業許可申請書

省略 省略

興行場の種別
映画・演劇・音楽・スポーツ・演

芸・見せ物

興行場の種別
映画・演劇・音楽・スポーツ・演

芸・見せ物

営業を譲

り受けた

ことを証

する旨

有・無 営業譲渡者の署名

省略 省略

注１～４ 省略

５ 営業譲渡者の署名欄の記入に代えて、営業を譲り受け

たことを証する書類を添付することができる。

６ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、興行場営業

を営む者から当該興行場営業を譲り受けた場合であつ

て、営業施設の構造設備に変更がないときは、�及び�

の書類の添付を省略することができる。

�・� 省略

� 申請地を中心とした半径２００メートル以内の見取図

� 営業施設の平面図及び断面図

� 省略

� 省略

様式第５号（第５条関係） 相続による興行場営業承継届出書

注１～４ 省略

５ 添付書類

�・� 省略

� 申請地を中心とした半径２００メートル以内の見取図並

びに営業施設の平面図及び断面図

� 省略

� 省略

様式第５号（第５条関係） 相続による興行場営業承継届出書

省略 省略

注１・２ 省略 注１・２ 省略
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（理容師法施行細則の一部改正）

第４条 理容師法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

３ 添付書類

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 省略

３ 添付書類

� 戸籍謄本

� 省略

改 正 後 改 正 前

（理容所の開設）

第１条 理容師法（昭和２２年法律第２３４号。以下「法」という。）

第１１条第１項の規定により、理容所を開設しようとする者は、そ

の届出書に理容師法施行規則（平成１０年厚生省令第４号。以下

「省令」という。）に規定するもののほか、次に掲げる書類を添

付するとともに、当該理容所において業を行う理容師に係る理容

師免許証又は理容師免許証明書を提示しなければならない。ただ

し、理容所の開設者から当該営業を譲り受けた場合であつて、理

容所の構造及び設備に変更がないときは、第２号に掲げる書類の

添付を省略することができる。

� 省略

� 理容所の構造及び設備を記載した平面図

�

法人にあつては、登記事項証明書

（変更の届出時の理容師免許証等の提示）

第３条 法第１１条第２項の規定による変更の届出をしようとする者

は、当該変更が業を行う理容師に係るものである場合にあつて

は、当該理容師の理容師免許証又は理容師免許証明書を提示しな

ければならない。

様式第２号（第５条関係） 理容所開設届出事項変更届

省略
ふりがな

氏名（法人にあつては、名称及び

代表者の氏名） �

電話番号

１・２ 省略

３ 変更事項（構造及び設備、開設者、管理理容師、理容師、そ

の他の従業者、名称）

省略

４ 省略

５ 添付書類

� 理容所の構造又は設備の場合は、その平面図

� 開設者の場合は、個人にあつては

変更事項を証する書類、法人にあつては登記事項証明書

� 省略

� 理容師の新たな使用の場合は、

健康診断書

� 省略

注 省略

様式第４号（第５条、様式第１号関係） 省略

様式第６号（第５条関係） 理容所承継届

様式第６号（その１） 相続による場合

（理容所の開設）

第１条 理容師法（昭和２２年法律第２３４号。以下「法」という。）

第１１条第１項の規定により、理容所を開設しようとする者は、そ

の届出書に理容師法施行規則（平成１０年厚生省令第４号。以下

「省令」という。）に規定するもののほか、次に掲げる書類を添

付しなければ

ならない。

� 省略

� 施設の平面図

� 営業用主要備品の名称、型式及び数量とその配置図

� 個人にあつては理容師免許証又は理容師免許証明書の写し、

法人にあつては登記事項証明書

第３条 削除

様式第２号（第５条関係） 理容所開設届出事項変更届

省略

氏名（法人にあつては、名称及び

代表者の氏名） �

１・２ 省略

３ 変更事項（規模構造 、開設者、管理理容師、理容師、そ

の他の従業者、名称）

省略

４ 省略

５ 添付書類

� 規模構造 の場合は、その平面図

� 開設者の場合は、個人にあつては理容師免許証の写しその

他の変更事項を証する書類、法人にあつては登記事項証明書

� 省略

� 理容師の新たな使用の場合は、理容師免許証又は理容師免

許証明書の写し及び健康診断書

� 省略

注 省略

様式第４号（第５条 関係） 省略

様式第６号（第５条関係） 理容所承継届

様式第６号（その１）相続による場合

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１２０



第５条 理容師法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第１号を次のように改める。

省略

住所 〒 －

届出者
ふりがな

氏名 �

省略

（被相続人との続柄 ）

電話番号

省略

住所

届出者

氏名 �

省略

（被相続人との続柄 ）

省略 省略

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 省略

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本

� 省略

様式第６号（その２） 省略 様式第６号（その２） 省略

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１２１



様式第１号（第５条関係） 理容所開設届

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１２２



愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１２３



（クリーニング業法施行細則の一部改正）

第６条 クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（営業者の届出）

第２条 法第５条第１項の規定による届出をしようとする者は、省

令に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付するとともに、

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師に係るクリーニ

ング師免許証を提示しなければならない。ただし、同項の届出を

した営業者から当該営業を譲り受けた場合であつて、クリーニン

グ所の構造及び設備に変更がないときは、第２号に掲げる書類の

添付を省略することができる。

� クリーニング所の所在地を示す周囲１００メートルの見取図

� クリーニング所の構造及び設備を記載した平面図

� 法人にあつては、登記事項証明書

２ 法第５条第２項の規定による届出をしようとする者は、省令に

規定するもののほか、次に掲げる書類を添付するとともに、無店

舗取次店の業務に従事するクリーニング師に係るクリーニング師

免許証を提示しなければならない。

� 業務用車両の保管場所を示す周囲１００メートルの見取図

� 洗濯物の汚染防止対策を記載した書類

� 法人にあつては、登記事項証明書

３ 法第５条第３項の規定による変更の届出をしようとする者は、

当該変更が業務に従事するクリーニング師に係るものである場合

にあつては、当該クリーニング師に係るクリーニング師免許証を

提示しなければならない。

（クリーニング所検査確認証の再交付）

第３条 営業者は、条例第３条第１項の規定により交付されたクリ

ーニング所検査確認証を亡失し、又は毀損したときは、再交付を

申請しなければならない。この場合において、その申請がクリー

ニング所検査確認証の毀損に係るものであるときは、そのクリー

ニング所検査確認証を添付しなければならない。

２ 営業者は、前項の規定により、クリーニング所検査確認証の再

交付を受けた後、亡失したクリーニング所検査確認証を発見した

ときは、直ちに知事にそのクリーニング所検査確認証を返納しな

ければならない。

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

（書類の様式）

第９条 法、省令、条例及びこの規則に規定する書類の様式は、次

に定めるところによる。

�～� 省略

� 第３条第１項の規定によるクリーニング所検査確認証再交付

申請書 第１２号様式

第２号様式（第９条関係） クリーニング所営業届出事項変更届

省略

住所（法人にあつては、 〒 －

主たる事務所の所在地）
ふりがな

氏名（法人にあつては、

（診断書の添付）

第２条 省令第１条の３第１項及び第２項に規定する届出書には、

法第９条に規定する者につき、伝染性の疾病の有無に関する医師

の診断書を添えなければならない。

２ 法第５条第３項の規定による変更の届出が、省令第１条の３第

１項第５号及び第６号並びに第２項第６号及び第７号の変更に係

るものであるときは、前項の規定に準ずるものとする。

第３条 省略

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

（書類の様式）

第８条 法、省令及び条例 に規定する書類の様式は、次

の各号に定めるところによる。

�～� 省略

第２号様式（第８条関係） クリーニング所営業届出事項変更届

省略

住所 法人にあつては所

氏名

�
�
�
�
�
�	

在地、名称及び代



�
�
�
�
��

表者の氏名

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１２４



名称及び代表者の氏名）

電話番号
ふ り が な

１ 名 称

２～４ 省略

５ 添付書類

� クリーニング所の構造又は設備の変更の場合は、その平面

図

� 法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者

の変更の場合は、登記事項証明書

第２号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業届出事項変更届

省略

住所（法人にあつては、 〒 －

主たる事務所の所在地）
ふりがな

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

電話番号
ふ り が な

１ 名 称

２～４ 省略

５ 添付書類

� 省略

� 法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者

の変更の場合は、登記事項証明書

第３号様式（第９条関係） 省略

第３号の２様式（第９条関係） 省略

第３号の３様式（第９条、第１号様式関係） 省略

第４号様式（第９条関係） クリーニング所営業承継届

第４号様式（その１） 相続による場合

１ 名 称

２～４ 省略

５ 添付書類

� 構造設備 の変更の場合は、その平面

図

� 新たに従事者となつた者の診断書

第２号の２様式（第８条関係） 無店舗取次店営業届出事項変更届

省略

住所 法人にあつては所

氏名

�
�
�
�
�
��

在地、名称及び代

�
�
�
�
�
��

表者の氏名

１ 名 称

２～４ 省略

５ 添付書類

� 省略

� 新たに従事者となつた者の診断書

第３号様式（第８条関係） 省略

第３号の２様式（第８条関係） 省略

第３号の３様式（第８条 関係） 省略

第４号様式（第８条関係） クリーニング所営業承継届

第４号様式（その１） 相続による場合

省略

住所 〒 －

届出者
（ふりがな）

氏 名 	

省略

（被相続人との続柄 ）

電話番号

省略

住所

届出者

氏名 	

省略

（被相続人との続柄 ）

省略 省略

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 省略


 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を

営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取

次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類

ア クリーニング所又は無店舗取次店の名称

イ クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務

用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両

番号

ウ 従事者数

エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏

名

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本

� 省略


 クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５

号）第２条の２第３項において準用する同省令第２条

の書類

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１２５



第４号様式（その２） 合併又は分割による場合 第４号様式（その２） 合併又は分割による場合

省略
（ふりがな）

名称

届出者 主たる事務 〒 －

所の所在地

（ ふ り が な ）

代表者の氏名 �

電話番号

省略

名 称

届出者 主たる事務

所の所在地

代表者の氏名 �

省略 省略

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 省略

� 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を

営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取

次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類

ア クリーニング所又は無店舗取次店の名称

イ クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務

用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両

番号

ウ 従事者数

エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏

名

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 省略

� クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５

号）第２条の３第３項又は第２条の４第３項において

準用する同省令第２条の書類

第４号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業承継届

第４号の２様式（その１） 相続による場合

第４号の２様式（第８条関係） 無店舗取次店営業承継届

第４号の２様式（その１） 相続による場合

省略

住所 〒 －

届出者
（ふりがな）

氏 名 �

省略

（被相続人との続柄 ）

電話番号

省略

住所

届出者

氏名 �

省略

（被相続人との続柄 ）

省略 省略

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 省略

� 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を

営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取

次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類

ア クリーニング所又は無店舗取次店の名称

イ クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務

用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両

番号

ウ 従事者数

エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏

名

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本

� 省略

� クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５

号）第２条の２第３項において準用する同省令第２条

の書類

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１２６



第７条 クリーニング業法施行細則の一部を次のように改正する。

第１号様式及び第１号の２様式を次のように改める。

第４号の２様式（その２） 合併又は分割による場合 第４号の２様式（その２） 合併又は分割による場合

省略
（ふりがな）

名称

届出者 主たる事務 〒 －

所の所在地

（ ふ り が な ）

代表者の氏名 �

電話番号

省略

名称

届出者 主たる事務

所の所在地

代表者の氏名 �

省略 省略

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 省略

� 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を

営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取

次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類

ア クリーニング所又は無店舗取次店の名称

イ クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務

用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両

番号

ウ 従事者数

エ 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏

名

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 省略

� クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５

号）第２条の３第３項又は第２条の４第３項において

準用する同省令第２条の書類

第５号様式（第９条関係） 省略

第６号様式（第９条関係） 省略

第７号様式（第９条関係） 省略

第８号様式（第９条関係） 省略

第９号様式（第９条関係） 省略

第１０号様式（第９条関係） 省略

第１１号様式（第９条関係） 省略

第５号様式（第８条関係） 省略

第６号様式（第８条関係） 省略

第７号様式（第８条関係） 省略

第８号様式（第８条関係） 省略

第９号様式（第８条関係） 省略

第１０号様式（第８条関係） 省略

第１１号様式（第８条関係） 省略

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１２７



第１号様式（第９条関係） クリーニング所営業届

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１２８



愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１２９



第１号の２様式（第９条関係） 無店舗取次店営業届

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１３０



愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１３１



第１１号様式の次に次の１様式を加える。

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１３２



第１２号様式（第９条関係） クリーニング所検査確認証再交付申請書

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号

１３３



（旅館業法施行細則の一部改正）

第８条 旅館業法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（許可申請）

第１条 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以下「法」という。）

第３条第１項の規定により営業の許可を受けようとする者は、様

式第１号による申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して知事

に提出しなければならない。ただし、旅館業を営む者（以下「営

業者」という。）から当該旅館業を譲り受けた場合であつて、旅

館業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号。以下「省令」とい

う。）第５条第１項に該当する営業施設に変更がないときは第１

号に掲げる書類、営業施設の構造設備に変更がないときは第２号

に掲げる書類の添付を省略することができる。

� 営業施設が省令

第５条第１項に該当する場合にあつて

は、その内容を具体的に記載した書類

�～� 省略

（許可証）

第３条 省略

２ 営業者 は、許可証を利用

者の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

３・４ 省略

様式第１号（第１条関係） 旅館業営業許可申請書

（許可申請）

第１条 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以下「法」という。）

第３条第１項の規定により営業の許可を受けようとする者は、様

式第１号による申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して知事

に提出しなければならない。

� 営業施設が旅館業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号。以

下「省令」という。）第５条第１項に該当する場合にあつて

は、その内容を具体的に記載した書類

�～� 省略

（許可証）

第３条 省略

２ 旅館業を営む者（以下「営業者」という。）は、許可証を利用

者の見易い 場所に掲示しておかなければならない。

３・４ 省略

様式第１号（第１条関係） 旅館業営業許可申請書

省略

住所（法人にあつて 〒 －

は、事務所所在地）

申請者
ふりがな

氏名（法人にあつては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

年 月 日生

電話番号

省略

住所（法人にあつて

は、事務所所在地）

申請者

氏名（法人にあつては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

年 月 日生

営業施設

省略

営業施設

省略

所在地

〒 －

電話番号

電子メールアドレス

所在地

省略 省略

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条

第２項各号該当の有無
有 ・ 無

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条

第２項各号該当の有無
有 ・ 無営業を譲り

受けたこと

を証する旨

有・無 営業譲渡者の署名

浴場の衛生

管理責任者

住 所
〒 －

浴場の衛生

管理責任者

住 所

省略 省略

省略 省略

注１～３ 省略

４ 営業譲渡者の署名欄の記入に代えて、営業を譲り受け

たことを証する書類を添付することができる。

注１～３ 省略

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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（美容師法施行細則の一部改正）

第９条 美容師法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第６５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

５ 旅館業を営む者から当該旅館業を譲り受けた場合であ

つて、次に掲げる欄に記入する内容に変更がないとき

は、当該欄の記入を省略することができる。

� 営業の種別欄

� 営業施設が旅館業法施行規則第５条第１項該当の有

無欄

� 営業施設の構造設備の概要欄

６ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、旅館業を営

む者から当該旅館業を譲り受けた場合であつて、�及び

�の書類の内容に変更がないときは、これらの書類の添

付を省略することができる。

�～� 省略

様式第５号（第４条関係） 相続による旅館業営業承継承認申請書

４ 添付書類

�～� 省略

様式第５号（第４条関係） 相続による旅館業営業承継承認申請書

省略

住所 〒 －

申請者
ふりがな

氏名 �

省略

（被相続人との続柄 ）

電話番号

省略

住所

申請者

氏名 �

省略

（被相続人との続柄 ）

省略 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

�～� 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 戸籍謄本

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（美容所の開設）

第１条 美容師法（昭和３２年法律第１６３号。以下「法」という。）

第１１条第１項の規定により、美容所を開設しようとする者は、そ

の届出書に美容師法施行規則（平成１０年厚生省令第７号。以下

「省令」という。）に規定するもののほか、次に掲げる書類を添

付するとともに、当該美容所において業を行う美容師に係る美容

師免許証又は美容師免許証明書を提示しなければならない。ただ

し、美容所の開設者から当該営業を譲り受けた場合であつて、美

容所の構造及び設備に変更がないときは、第２号に掲げる書類の

添付を省略することができる。

� 省略

� 美容所の構造及び設備を記載した平面図

�

法人にあつては、登記事項証明書

（変更の届出時の美容師免許証等の提示）

第３条 法第１１条第２項の規定による変更の届出をしようとする者

は、当該変更が業を行う美容師に係るものである場合にあつて

は、当該美容師の美容師免許証又は美容師免許証明書を提示しな

（美容所の開設）

第１条 美容師法（昭和３２年法律第１６３号。以下「法」という。）

第１１条第１項の規定により、美容所を開設しようとする者は、そ

の届出書に美容師法施行規則（平成１０年厚生省令第７号。以下

「省令」という。）に規定するもののほか、次に掲げる書類を添

付しなければ

ならない。

� 省略

� 施設の平面図

� 営業用主要備品の名称、型式及び数量とその配置図

� 個人にあつては美容師免許証又は美容師免許証明書の写し、

法人にあつては登記事項証明書

第３条 削除

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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第１０条 美容師法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第１号を次のように改める。

ければならない。

様式第２号（第５条関係） 美容所開設届出事項変更届

省略
ふりがな

氏名（法人にあつては、名称及び

代表者の氏名） �

電話番号

１・２ 省略

３ 変更事項（構造及び設備、開設者、管理美容師、美容師、そ

の他の従業者、名称）

省略

４ 省略

５ 添付書類

� 美容所の構造又は設備の場合は、その平面図

� 開設者の場合は、個人にあつては

変更事項を証する書類、法人にあつては登記事項証明書

� 省略

� 美容師の新たな使用の場合は、

健康診断書

� 省略

注 省略

様式第４号（第５条、様式第１号関係） 省略

様式第６号（第５条関係） 美容所承継届

様式第６号（その１） 相続による場合

様式第２号（第５条関係） 美容所開設届出事項変更届

省略

氏名（法人にあつては、名称及び

代表者の氏名） �

１・２ 省略

３ 変更事項（規模構造 、開設者、管理美容師、美容師、そ

の他の従業者、名称）

省略

４ 省略

５ 添付書類

� 規模構造 の場合は、その平面図

� 開設者の場合は、個人にあつては美容師免許証の写しその

他の変更事項を証する書類、法人にあつては登記事項証明書

� 省略

� 美容師の新たな使用の場合は、美容師免許証又は美容師免

許証明書の写し及び健康診断書

� 省略

注 省略

様式第４号（第５条 関係） 省略

様式第６号（第５条関係） 美容所承継届

様式第６号（その１） 相続による場合

省略

住所 〒 －

届出者
ふりがな

氏名 �

省略

（被相続人との続柄 ）

電話番号

省略

住所

届出者

氏名 �

省略

（被相続人との続柄 ）

省略 省略

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第

１８号）第２４７条第５項の規定により交付を受けた同条第

１項に規定する法定相続情報一覧図の写し

� 省略

注意事項

１ 省略

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本

� 省略

様式第６号（その２） 省略 様式第６号（その２） 省略

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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様式第１号（第５条関係） 美容所開設届
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告 示
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている第１条の規定による改正前の食品衛生法施行細則様式第２号の規定、第２条の規定による改正前

の公衆浴場法施行細則様式第１号の規定、第３条の規定による改正前の興行場法施行細則様式第１号の規定並びに第８条の規定による改

正前の旅館業法施行細則様式第１号及び様式第５号の規定による申請書は、それぞれ第１条の規定による改正後の食品衛生法施行細則様

式第２号の規定、第２条の規定による改正後の公衆浴場法施行細則様式第１号の規定、第３条の規定による改正後の興行場法施行細則様

式第１号の規定並びに第８条の規定による改正後の旅館業法施行細則様式第１号及び様式第５号の規定による申請書とみなす。

�愛媛県告示第１６５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ａ

伊予郡松前町筒井茶
屋分８３２－１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

三井住友信託銀行株
式会社
代表取締役
常陰 均

三井住友信託銀行株
式会社
代表取締役
橋本 勝

平成２９年
４月１日

令和３年
２月２日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ｂ

伊予郡松前町東古泉
東浦６７６番地１ 外

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ｃ

伊予郡松前町東古泉
文五郎分５８６ 外

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

ひねのクリニック 今治市馬越町四丁目４番
１号 医療法人真尚会 今治市馬越町四丁目４番

１号
理事長
日根野 尚 精神通院医療 令和３年

１月１日

あおい薬局 松山市花園町４番地１１
吉田ビル１階 株式会社あおい 松山市花園町４番地１１

吉田ビル１階
代表取締役
上 甲 俊 輔

精神通院医療（薬
局）

令和３年
１月１日

みさけ調剤薬局 松山市味酒町二丁目９番
地１１ 株式会社みさけ調剤薬局 松山市味酒町二丁目９番

地１１
代表取締役
嶋 矢 喜 之

精神通院医療（薬
局）

令和３年
２月１日

にった薬局 伊予郡松前町出作１８５番
地 株式会社新田薬局 松山市湊町三丁目７番地

５
代表取締役
新 田 佳代子

精神通院医療（薬
局）

令和３年
２月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

合同会社訪問看護ステー
ションいまいスマイル 八幡浜市八代６８番地１ 代表社員

今 井 眞 理
合同会社訪問看護ステー
ションいまいスマイル 八幡浜市八代６８番地１ 精神通院医療 令和３年

２月１日

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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�愛媛県告示第１６９号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松山市 南吉田地区の一
部

平成３０年度から
令和２年度まで

松山市（南吉田地
区の一部）の地籍
図及び地籍簿

２ 認証年月日

令和３年２月１９日

�������
�愛媛県告示第１７０号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第７

条第１項の規定に基づき、次のとおり肥料の登録をした。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１７１号
愛媛県特定水産資源の採捕の停止に関する規則（令和２年愛媛県

規則第６０号）附則第３項の規定によりなおその効力を有するものと

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１６８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ａ

伊予郡松前町筒井茶
屋分８３２－１ 外 駐輪場の位置及び収容台数 １５箇所 １５箇所 令和２年

１０月５日
令和３年
２月２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和３
年２月
１０日

愛媛県
第１２９９
号

米ぬか
油かす
及びそ
の粉末

米ぬか
油かす
粉末

窒素全
量２．０
りん酸
全量
４．０

加里全
量１．０

該当無
し

カネミ倉庫株式
会社
福岡県北九州市
小倉北区東港１
丁目６番１号
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される同規則附則第２項の規定による廃止前の愛媛県知事管理量に

係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則（平成３０年愛媛県規則第

５２号）第２条第２号に規定する漁船漁業等に係る３０キログラム未満

のくろまぐろの採捕の数量が、当該くろまぐろの管理期間（令和３

年１月１日から３月３１日まで）の知事管理量を超えるおそれが著し

く大きいので、同条の規定に基づき告示し、同規則第３条の知事が

定める日を当該管理期間の末日とする。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１７２号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

成家川
４８２－
１３７１

宇和島
市三間
町成家
（次の
図のと
おり）

土石流

堂ノ奥
川
４８２－
１３８３

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流

曽根川
４８２－
２１０８

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

土石流

東登尾
川
４８２－
２１１８

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

土石流

家の奥
川
４８２－
２１３４

宇和島
市三間
町黒川
（次の
図のと
おり）

土石流

守屋川
４８２－
２１４４

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流

地越谷
川
４８６－
１６２６－
１

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

土石流

地越谷
川
４８６－
１６２６－
２

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

土石流

米津川
４８６－
１６４１－
１

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

土石流

芳原川
４８６－
１６４２

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

土石流

森田川
４８６－
１６４３

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

土石流

内田川
４８６－
１６４８

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流

中平川
４８６－
１６５０

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流

拝高川
４８６－
２４１７

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

土石流

戸雁
４８２－
Ｊ－４５
０

宇和島
市三間
町戸雁
（次の
図のと
おり）

地滑り

近家
４８６－
Ｊ－４５
８

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

地滑り

犬除
４８６－
Ｊ－４６
０

宇和島
市津島
町御内
・槇川
（次の
図のと
おり）

地滑り

道ノ川
４８６－
ＮＫ－
３７８

宇和島
市津島
町槇川
・御内
（次の
図のと
おり）

地滑り

颪部
４８６－
ＮＫ－
３７９

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

地滑り

大本
４８６－
ＮＫ－
３８０

宇和島
市津島
町槇川
・御内
（次の
図のと
おり）

地滑り

大道
４８６－
ＮＫ－
３８１

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

地滑り
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�愛媛県告示第１７３号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

松ヶ下
４８２－
Ⅰ－２２
４７�

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松ヶ下
４８２－
Ⅰ－２２
４７�

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

年岡
４８２－
Ⅰ－２２
５１�

宇和島
市三間
町是延
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

年岡
４８２－
Ⅰ－２２
５１�

宇和島
市三間
町是延
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

蓑越
４８２－
Ⅰ－２２
５２�

宇和島
市三間
町大内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

蓑越
４８２－
Ⅰ－２２
５２�

宇和島
市三間
町大内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

在家
４８２－
Ⅰ－２２
５４�

宇和島
市三間
町金銅
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

在家
４８２－
Ⅰ－２２
５４�

宇和島
市三間
町金銅
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

穴山
４８２－
Ⅰ－２２
５７�

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

穴山
４８２－
Ⅰ－２２
５７�

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中尾谷
４８２－
Ⅰ－２２
５８�

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中尾谷
４８２－
Ⅰ－２２
５８�

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

元宗
４８２－
Ⅰ－２２
６５�

宇和島
市三間
町元宗
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

元宗
４８２－
Ⅰ－２２
６５�

宇和島
市三間
町元宗
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

栗ヶ谷
Ａ
４８２－
Ⅰ－２２
６９�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

栗ヶ谷
Ａ
４８２－
Ⅰ－２２
６９�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東内田
４８２－
Ⅰ－２２
７５�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東内田
４８２－
Ⅰ－２２
７５�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下神田
Ａ
４８２－
Ⅰ－２２
７６�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下神田
Ａ
４８２－
Ⅰ－２２
７６�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

古藤田
４８２－
Ⅰ－２２
７９�

宇和島
市三間
町古藤
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

古藤田
４８２－
Ⅰ－２２
７９�

宇和島
市三間
町古藤
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西内田
４８２－
Ⅰ－２６
２０�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西内田
４８２－
Ⅰ－２６
２０�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

本村
４８２－
Ⅰ－２７
６２�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

本村
４８２－
Ⅰ－２７
６２�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

音地１
－６
４８２－
Ⅱ－１
�

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

音地１
－６
４８２－
Ⅱ－１
�

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

音地１
－３
４８２－
Ⅱ－３
�

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

音地１
－３
４８２－
Ⅱ－３
�

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

音地１
－４
４８２－
Ⅱ－４
�

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

音地１
－４
４８２－
Ⅱ－４
�

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

黒川２
－７
４８２－
Ⅱ－５
�

宇和島
市三間
町黒川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

黒川２
－７
４８２－
Ⅱ－５
�

宇和島
市三間
町黒川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

黒川２
－２
４８２－
Ⅱ－７
�

宇和島
市三間
町黒川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

黒川２
－２
４８２－
Ⅱ－７
�

宇和島
市三間
町黒川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中間３
－６
４８２－
Ⅱ－７
�

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中間３
－６
４８２－
Ⅱ－７
�

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

土居垣
内６－
３
４８２－
Ⅱ－９
�

宇和島
市三間
町土居
垣内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

土居垣
内６－
３
４８２－
Ⅱ－９
�

宇和島
市三間
町土居
垣内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

黒川２
－１１
４８２－
Ⅱ－１１
�

宇和島
市三間
町黒川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

黒川２
－１１
４８２－
Ⅱ－１１
�

宇和島
市三間
町黒川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中間３
－２
４８２－
Ⅱ－１３
�

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中間３
－２
４８２－
Ⅱ－１３
�

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中間３
－３
４８２－
Ⅱ－１４
�

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中間３
－３
４８２－
Ⅱ－１４
�

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

戸雁５
４８２－
Ⅱ－１４
�

宇和島
市三間
町戸雁
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

戸雁５
４８２－
Ⅱ－１４
�

宇和島
市三間
町戸雁
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

戸雁６
４８２－
Ⅱ－１５
�

宇和島
市三間
町戸雁
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

戸雁６
４８２－
Ⅱ－１５
�

宇和島
市三間
町戸雁
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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是能１５
－１１
４８２－
Ⅱ－１６
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

是能１５
－１１
４８２－
Ⅱ－１６
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

是延４
－１
４８２－
Ⅱ－１７
�

宇和島
市三間
町是延
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

是延４
－１
４８２－
Ⅱ－１７
�

宇和島
市三間
町是延
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

是延４
－２
４８２－
Ⅱ－１８
�

宇和島
市三間
町是延
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

是延４
－２
４８２－
Ⅱ－１８
�

宇和島
市三間
町是延
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大内５
－１
４８２－
Ⅱ－１９
�

宇和島
市三間
町大内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大内５
－１
４８２－
Ⅱ－１９
�

宇和島
市三間
町大内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

土居垣
内６－
１
４８２－
Ⅱ－２１
�

宇和島
市三間
町土居
垣内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

土居垣
内６－
１
４８２－
Ⅱ－２１
�

宇和島
市三間
町土居
垣内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田川７
－２
４８２－
Ⅱ－２４
�

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田川７
－２
４８２－
Ⅱ－２４
�

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川之内
９－６
４８２－
Ⅱ－３３
�

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川之内
９－６
４８２－
Ⅱ－３３
�

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

務田１０
－１
４８２－
Ⅱ－３４
�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

務田１０
－１
４８２－
Ⅱ－３４
�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

務田１０
－２
４８２－
Ⅱ－３５
�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

務田１０
－２
４８２－
Ⅱ－３５
�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

務田１０
－６
４８２－
Ⅱ－３９
�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

務田１０
－６
４８２－
Ⅱ－３９
�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

務田１０
－７
４８２－
Ⅱ－４０
�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

務田１０
－７
４８２－
Ⅱ－４０
�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

戸雁１１
－１
４８２－
Ⅱ－４１
�

宇和島
市三間
町戸雁
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

戸雁１１
－１
４８２－
Ⅱ－４１
�

宇和島
市三間
町戸雁
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

戸雁１１
－３
４８２－
Ⅱ－４３
�

宇和島
市三間
町戸雁
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

戸雁１１
－３
４８２－
Ⅱ－４３
�

宇和島
市三間
町戸雁
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

黒井地
１２－６
４８２－
Ⅱ－４７
�

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

黒井地
１２－６
４８２－
Ⅱ－４７
�

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

黒井地
１２－７
４８２－
Ⅱ－４８
�

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

黒井地
１２－７
４８２－
Ⅱ－４８
�

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

黒井地
１２－８
４８２－
Ⅱ－４９
�

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

黒井地
１２－８
４８２－
Ⅱ－４９
�

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

成家１３
－２
４８２－
Ⅱ－５２
�

宇和島
市三間
町成家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

成家１３
－２
４８２－
Ⅱ－５２
�

宇和島
市三間
町成家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

成家１３
－６
４８２－
Ⅱ－５６
�

宇和島
市三間
町成家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

成家１３
－６
４８２－
Ⅱ－５６
�

宇和島
市三間
町成家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曽根１４
－１
４８２－
Ⅱ－５７
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曽根１４
－１
４８２－
Ⅱ－５７
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曽根１４
－２
４８２－
Ⅱ－５８
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曽根１４
－２
４８２－
Ⅱ－５８
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曽根１４
－３
４８２－
Ⅱ－５９
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曽根１４
－３
４８２－
Ⅱ－５９
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曽根１４
－４
４８２－
Ⅱ－６０
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曽根１４
－４
４８２－
Ⅱ－６０
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曽根１４
－６
４８２－
Ⅱ－６２
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曽根１４
－６
４８２－
Ⅱ－６２
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曽根１４
－２２
４８２－
Ⅱ－６４
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曽根１４
－２２
４８２－
Ⅱ－６４
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

是能１５
－１
４８２－
Ⅱ－６５
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

是能１５
－１
４８２－
Ⅱ－６５
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

是能１５
－２
４８２－
Ⅱ－６６
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

是能１５
－２
４８２－
Ⅱ－６６
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

是能１５
－３
４８２－
Ⅱ－６７
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

是能１５
－３
４８２－
Ⅱ－６７
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

是能１５
－５
４８２－
Ⅱ－６９
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

是能１５
－５
４８２－
Ⅱ－６９
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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是能１５
－２０
４８２－
Ⅱ－７６
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

是能１５
－２０
４８２－
Ⅱ－７６
�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

北増穂
１７－２
４８２－
Ⅱ－８０
�

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

北増穂
１７－２
４８２－
Ⅱ－８０
�

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

則１８－
２
４８２－
Ⅱ－８１
�

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

則１８－
２
４８２－
Ⅱ－８１
�

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

則１８－
５
４８２－
Ⅱ－８４
�

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

則１８－
５
４８２－
Ⅱ－８４
�

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小沢川
１９－１
４８２－
Ⅱ－８６
�

宇和島
市三間
町小沢
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小沢川
１９－１
４８２－
Ⅱ－８６
�

宇和島
市三間
町小沢
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

迫目２１
－１
４８２－
Ⅱ－９２
�

宇和島
市三間
町迫目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

迫目２１
－１
４８２－
Ⅱ－９２
�

宇和島
市三間
町迫目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曽根１４
－２４
４８２－
Ⅱ－９５
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曽根１４
－２４
４８２－
Ⅱ－９５
�

宇和島
市三間
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

務田１０
－８
４８２－
Ⅱ－９７
�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

務田１０
－８
４８２－
Ⅱ－９７
�

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

是能１５
－９Ｄ
４８２－
Ⅱ－１０
０�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

是能１５
－９Ｄ
４８２－
Ⅱ－１０
０�

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

福浦
４８６－
Ⅰ－２３
２５�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

福浦
４８６－
Ⅰ－２３
２５�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

掛網代
４８６－
Ⅰ－２３
２６�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

掛網代
４８６－
Ⅰ－２３
２６�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

尻貝�
４８６－
Ⅰ－２３
２８�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

尻貝�
４８６－
Ⅰ－２３
２８�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

木浦松
�
４８６－
Ⅰ－２３
３２�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

木浦松
�
４８６－
Ⅰ－２３
３２�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

家次
４８６－
Ⅰ－２３
３３�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

家次
４８６－
Ⅰ－２３
３３�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

内ノ浦
�
４８６－
Ⅰ－２３
３４�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

内ノ浦
�
４８６－
Ⅰ－２３
３４�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

国永�
４８６－
Ⅰ－２３
３５�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

国永�
４８６－
Ⅰ－２３
３５�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

国永�
４８６－
Ⅰ－２３
３７�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

国永�
４８６－
Ⅰ－２３
３７�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

国延�
４８６－
Ⅰ－２３
３８�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

国延�
４８６－
Ⅰ－２３
３８�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宗清�
４８６－
Ⅰ－２３
３９�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宗清�
４８６－
Ⅰ－２３
３９�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大日提
�
４８６－
Ⅰ－２３
４７�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大日提
�
４８６－
Ⅰ－２３
４７�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

磯
４８６－
Ⅰ－２３
５２�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

磯
４８６－
Ⅰ－２３
５２�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

保木�
４８６－
Ⅰ－２３
５３�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

保木�
４８６－
Ⅰ－２３
５３�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

保木�
４８６－
Ⅰ－２３
５４�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

保木�
４８６－
Ⅰ－２３
５４�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

�保津
�
４８６－
Ⅰ－２３
５８�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

�保津
�
４８６－
Ⅰ－２３
５８�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

内ノ浦
�
４８６－
Ⅰ－２４
１３�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

内ノ浦
�
４８６－
Ⅰ－２４
１３�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

尻貝�
４８６－
Ⅱ－１
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

尻貝�
４８６－
Ⅱ－１
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

尻貝�
４８６－
Ⅱ－２
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

尻貝�
４８６－
Ⅱ－２
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

国永
４８６－
Ⅱ－３
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

国永
４８６－
Ⅱ－３
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

国延
４８６－
Ⅱ－７
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

国延
４８６－
Ⅱ－７
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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鵜之浜
�
４８６－
Ⅱ－１０
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鵜之浜
�
４８６－
Ⅱ－１０
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鵜之浜
�
４８６－
Ⅱ－１４
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鵜之浜
�
４８６－
Ⅱ－１４
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

佐近谷
�
４８６－
Ⅱ－２３
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

佐近谷
�
４８６－
Ⅱ－２３
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

行谷�
４８６－
Ⅱ－２４
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

行谷�
４８６－
Ⅱ－２４
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

行谷�
４８６－
Ⅱ－２７
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

行谷�
４８６－
Ⅱ－２７
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

行谷�
４８６－
Ⅱ－２８
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

行谷�
４８６－
Ⅱ－２８
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西本谷
�
４８６－
Ⅱ－３２
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西本谷
�
４８６－
Ⅱ－３２
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西本谷
�
４８６－
Ⅱ－３５
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西本谷
�
４８６－
Ⅱ－３５
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西本谷
�
４８６－
Ⅱ－３７
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西本谷
�
４８６－
Ⅱ－３７
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西本谷
�
４８６－
Ⅱ－３８
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西本谷
�
４８６－
Ⅱ－３８
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

蔵座�
４８６－
Ⅱ－４０
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

蔵座�
４８６－
Ⅱ－４０
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

蔵座�
４８６－
Ⅱ－４３
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

蔵座�
４８６－
Ⅱ－４３
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

蔵座�
４８６－
Ⅱ－４６
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

蔵座�
４８６－
Ⅱ－４６
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

蔵座	
４８６－
Ⅱ－４７
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

蔵座	
４８６－
Ⅱ－４７
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－４８
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－４８
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－４９
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－４９
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

胼ノ江


４８６－
Ⅱ－５０
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

胼ノ江


４８６－
Ⅱ－５０
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－５１
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－５１
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－５２
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－５２
�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

熱田
４８６－
Ⅱ－５３
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

熱田
４８６－
Ⅱ－５３
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

遠近�
４８６－
Ⅱ－５６
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

遠近�
４８６－
Ⅱ－５６
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

遠近

４８６－
Ⅱ－５７
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

遠近

４８６－
Ⅱ－５７
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上谷�
４８６－
Ⅱ－５８
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上谷�
４８６－
Ⅱ－５８
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上谷�
４８６－
Ⅱ－５９
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上谷�
４８６－
Ⅱ－５９
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上谷

４８６－
Ⅱ－６０
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上谷

４８６－
Ⅱ－６０
�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

竜�
４８６－
Ⅱ－６８
�

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

竜�
４８６－
Ⅱ－６８
�

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野井�
４８６－
Ⅱ－７３
�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野井�
４８６－
Ⅱ－７３
�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野井

４８６－
Ⅱ－７４
�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野井

４８６－
Ⅱ－７４
�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

五郎丸
４８６－
Ⅱ－７５
�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

五郎丸
４８６－
Ⅱ－７５
�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

岩渕�
４８６－
Ⅱ－８１
�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

岩渕�
４８６－
Ⅱ－８１
�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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豊田�
４８６－
Ⅱ－８４
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

豊田�
４８６－
Ⅱ－８４
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

豊田�
４８６－
Ⅱ－８５
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

豊田�
４８６－
Ⅱ－８５
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

知行地
�
４８６－
Ⅱ－９１
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

知行地
�
４８６－
Ⅱ－９１
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中ノ川
�
４８６－
Ⅱ－９９
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中ノ川
�
４８６－
Ⅱ－９９
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

於泥上
�
４８６－
Ⅱ－１０
１�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

於泥上
�
４８６－
Ⅱ－１０
１�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

楠
４８６－
Ⅱ－１０
６�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

楠
４８６－
Ⅱ－１０
６�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

緑田�
４８６－
Ⅱ－１１
４�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

緑田�
４８６－
Ⅱ－１１
４�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東組�
４８６－
Ⅱ－１１
９�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東組�
４８６－
Ⅱ－１１
９�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦
４８６－
Ⅱ－１３
０�

宇和島
市津島
町大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦
４８６－
Ⅱ－１３
０�

宇和島
市津島
町大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

盆の浦
４８６－
Ⅱ－１３
５�

宇和島
市津島
町曲烏
・大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

盆の浦
４８６－
Ⅱ－１３
５�

宇和島
市津島
町曲烏
・大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

御代ノ
川�
４８６－
Ⅱ－１４
２�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

御代ノ
川�
４８６－
Ⅱ－１４
２�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

佐近谷
�
４８６－
Ⅱ－１４
５�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

佐近谷
�
４８６－
Ⅱ－１４
５�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

磯
４８６－
Ⅱ－１４
８�

宇和島
市津島
町高田
・近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

磯
４８６－
Ⅱ－１４
８�

宇和島
市津島
町高田
・近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－１５
０�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－１５
０�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－１５
２�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

胼ノ江
�
４８６－
Ⅱ－１５
２�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

遠近�
４８６－
Ⅱ－１５
４�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

遠近�
４８６－
Ⅱ－１５
４�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

竜�
４８６－
Ⅱ－１５
５�

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

竜�
４８６－
Ⅱ－１５
５�

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

竜�
４８６－
Ⅱ－１５
７�

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

竜�
４８６－
Ⅱ－１５
７�

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

御代ノ
川�
４８６－
Ⅱ－１６
９�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

御代ノ
川�
４８６－
Ⅱ－１６
９�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

御代ノ
川�
４８６－
Ⅱ－１７
０�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

御代ノ
川�
４８６－
Ⅱ－１７
０�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

馬ノ淵
４８６－
Ⅱ－１７
１�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

馬ノ淵
４８６－
Ⅱ－１７
１�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上芋地
谷
４８６－
Ⅱ－１７
３�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上芋地
谷
４８６－
Ⅱ－１７
３�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野井�
４８６－
Ⅱ－１７
４�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野井�
４８６－
Ⅱ－１７
４�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大門�
４８６－
Ⅱ－１７
９�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大門�
４８６－
Ⅱ－１７
９�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

岩渕�
４８６－
Ⅱ－１８
２�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

岩渕�
４８６－
Ⅱ－１８
２�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

佐近谷
�
４８６－
Ⅱ－１８
３�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

佐近谷
�
４８６－
Ⅱ－１８
３�

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下谷�
４８６－
Ⅱ－１８
７�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下谷�
４８６－
Ⅱ－１８
７�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小日提
�
４８６－
Ⅰ－２３
４３�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小日提
�
４８６－
Ⅰ－２３
４３�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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小日提
�
４８６－
Ⅰ－２３
４４�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小日提
�
４８６－
Ⅰ－２３
４４�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小日提
�
４８６－
Ⅰ－２３
４５�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小日提
�
４８６－
Ⅰ－２３
４５�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大日提
�
４８６－
Ⅰ－２３
４６�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大日提
�
４８６－
Ⅰ－２３
４６�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

玉ヶ月
�
４８６－
Ⅰ－２３
４９�

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

玉ヶ月
�
４８６－
Ⅰ－２３
４９�

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

�保津
�
４８６－
Ⅰ－２３
５９�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

�保津
�
４８６－
Ⅰ－２３
５９�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

稲中�
４８６－
Ⅰ－２３
６１�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

稲中�
４８６－
Ⅰ－２３
６１�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

稲中�
４８６－
Ⅰ－２３
６２�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

稲中�
４８６－
Ⅰ－２３
６２�

宇和島
市津島
町高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下芋地
谷
４８６－
Ⅰ－２３
６８�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下芋地
谷
４８６－
Ⅰ－２３
６８�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新開地
４８６－
Ⅰ－２３
６９�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新開地
４８６－
Ⅰ－２３
６９�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

五郎丸
４８６－
Ⅰ－２３
７１�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

五郎丸
４８６－
Ⅰ－２３
７１�

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

槇川
４８６－
Ⅰ－２３
７７�

宇和島
市津島
町槇川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

槇川
４８６－
Ⅰ－２３
７７�

宇和島
市津島
町槇川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

於泥�
４８６－
Ⅰ－２３
７８�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

於泥�
４８６－
Ⅰ－２３
７８�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

於泥�
４８６－
Ⅰ－２３
７９�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

於泥�
４８６－
Ⅰ－２３
７９�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鴨田
４８６－
Ⅰ－２３
８０�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鴨田
４８６－
Ⅰ－２３
８０�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

保場川
４８６－
Ⅰ－２３
８１�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

保場川
４８６－
Ⅰ－２３
８１�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西組�
４８６－
Ⅰ－２３
８３�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西組�
４８６－
Ⅰ－２３
８３�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曽根�
４８６－
Ⅰ－２３
８５�

宇和島
市津島
町曽根
・津島
町脇
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曽根�
４８６－
Ⅰ－２３
８５�

宇和島
市津島
町曽根
・津島
町脇
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

曽根�
４８６－
Ⅰ－２３
８６�

宇和島
市津島
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

曽根�
４８６－
Ⅰ－２３
８６�

宇和島
市津島
町曽根
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田颪
４８６－
Ⅰ－２３
８８�

宇和島
市津島
町田颪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田颪
４８６－
Ⅰ－２３
８８�

宇和島
市津島
町田颪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

弓立
４８６－
Ⅰ－２３
９０�

宇和島
市津島
町弓立
・津島
町鼡鳴
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

弓立
４８６－
Ⅰ－２３
９０�

宇和島
市津島
町弓立
・津島
町鼡鳴
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

坪井
４８６－
Ⅰ－２３
９１�

宇和島
市津島
町坪井
・津島
町弓立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

坪井
４８６－
Ⅰ－２３
９１�

宇和島
市津島
町坪井
・津島
町弓立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鼠鳴
４８６－
Ⅰ－２３
９２�

宇和島
市津島
町鼡鳴
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鼠鳴
４８６－
Ⅰ－２３
９２�

宇和島
市津島
町鼡鳴
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

横浦�
４８６－
Ⅰ－２３
９３�

宇和島
市津島
町鼡鳴
・津島
町横浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

横浦�
４８６－
Ⅰ－２３
９３�

宇和島
市津島
町鼡鳴
・津島
町横浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

嵐�
４８６－
Ⅰ－２３
９６�

宇和島
市津島
町嵐
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

嵐�
４８６－
Ⅰ－２３
９６�

宇和島
市津島
町嵐
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

針木
４８６－
Ⅰ－２３
９７�

宇和島
市津島
町針木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

針木
４８６－
Ⅰ－２３
９７�

宇和島
市津島
町針木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

浦知
４８６－
Ⅰ－２３
９８�

宇和島
市津島
町浦知
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

浦知
４８６－
Ⅰ－２３
９８�

宇和島
市津島
町浦知
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

柿之浦
４８６－
Ⅰ－２４
０１�

宇和島
市津島
町柿之
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

柿之浦
４８６－
Ⅰ－２４
０１�

宇和島
市津島
町柿之
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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平井�
４８６－
Ⅰ－２４
０４�

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

平井�
４８６－
Ⅰ－２４
０４�

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

成�
４８６－
Ⅰ－２４
０６�

宇和島
市津島
町成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

成�
４８６－
Ⅰ－２４
０６�

宇和島
市津島
町成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

須下�
４８６－
Ⅰ－２４
０８�

宇和島
市津島
町須下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

須下�
４８６－
Ⅰ－２４
０８�

宇和島
市津島
町須下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

水が浦
４８６－
Ⅰ－２４
０９�

宇和島
市津島
町須下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

水が浦
４８６－
Ⅰ－２４
０９�

宇和島
市津島
町須下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

竹ヶ島
４８６－
Ⅰ－２４
１０�

宇和島
市津島
町竹ヶ
島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

竹ヶ島
４８６－
Ⅰ－２４
１０�

宇和島
市津島
町竹ヶ
島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

元の浦
４８６－
Ⅱ－１６
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

元の浦
４８６－
Ⅱ－１６
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小日提
４８６－
Ⅱ－１７
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小日提
４８６－
Ⅱ－１７
�

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新開地
�
４８６－
Ⅱ－７０
�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新開地
�
４８６－
Ⅱ－７０
�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新開地
�
４８６－
Ⅱ－７１
�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新開地
�
４８６－
Ⅱ－７１
�

宇和島
市津島
町岩渕
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中駄馬
４８６－
Ⅱ－７６
�

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中駄馬
４８６－
Ⅱ－７６
�

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

藤井
４８６－
Ⅱ－８６
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

藤井
４８６－
Ⅱ－８６
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

音地
４８６－
Ⅱ－９０
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

音地
４８６－
Ⅱ－９０
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

本俵�
４８６－
Ⅱ－９４
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

本俵�
４８６－
Ⅱ－９４
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

本俵�
４８６－
Ⅱ－９５
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

本俵�
４８６－
Ⅱ－９５
�

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鴨田�
４８６－
Ⅱ－１０
４�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鴨田�
４８６－
Ⅱ－１０
４�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

保場川
�
４８６－
Ⅱ－１０
７�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

保場川
�
４８６－
Ⅱ－１０
７�

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西組
４８６－
Ⅱ－１２
１�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西組
４８６－
Ⅱ－１２
１�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小祝�
４８６－
Ⅱ－１６
０�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小祝�
４８６－
Ⅱ－１６
０�

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ヲウチ
川
４８２－
１３７３－
１

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 ヲウチ
川
４８２－
１３７３－
１

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ヲウチ
川
４８２－
１３７３－
２

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 ヲウチ
川
４８２－
１３７３－
２

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ヲウチ
川
４８２－
１３７３－
３

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 ヲウチ
川
４８２－
１３７３－
３

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

則川
４８２－
１３７５

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 則川
４８２－
１３７５

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺ノ下
川
４８２－
１３７６－
１

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 寺ノ下
川
４８２－
１３７６－
１

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺ノ下
川
４８２－
１３７６－
２

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 寺ノ下
川
４８２－
１３７６－
２

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西谷川
４８２－
１３８２－
１

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷川
４８２－
１３８２－
１

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西谷川
４８２－
１３８２－
２

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷川
４８２－
１３８２－
２

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

川内川
４８２－
１３９３－
１

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
４８２－
１３９３－
１

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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川内川
４８２－
１３９３－
２

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
４８２－
１３９３－
２

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

川内川
４８２－
１３９３－
３

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
４８２－
１３９３－
３

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

川内川
４８２－
１３９３－
４

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
４８２－
１３９３－
４

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

川内川
４８２－
１３９３－
５

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
４８２－
１３９３－
５

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

川内川
４８２－
１３９３－
６

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 川内川
４８２－
１３９３－
６

宇和島
市三間
町川之
内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西ノ川
４８２－
１３９８

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 西ノ川
４８２－
１３９８

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東中ノ
谷川
４８２－
２０９５

宇和島
市三間
町土居
垣内
（次の
図のと
おり）

土石流 東中ノ
谷川
４８２－
２０９５

宇和島
市三間
町土居
垣内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

セバサ
コ川
４８２－
２０９６

宇和島
市三間
町迫目
（次の
図のと
おり）

土石流 セバサ
コ川
４８２－
２０９６

宇和島
市三間
町迫目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下車地
川
４８２－
２０９８

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 下車地
川
４８２－
２０９８

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上車地
川
４８２－
２０９９－
１

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 上車地
川
４８２－
２０９９－
１

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上車地
川
４８２－
２０９９－
２

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 上車地
川
４８２－
２０９９－
２

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥大堀
川
４８２－
２１０１

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 奥大堀
川
４８２－
２１０１

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西是能
川
４８２－
２１０３

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 西是能
川
４８２－
２１０３

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東是能
川
４８２－
２１０６

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 東是能
川
４８２－
２１０６

宇和島
市三間
町是能
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下則川
４８２－
２１１１－
１

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 下則川
４８２－
２１１１－
１

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下則川
４８２－
２１１１－
２

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 下則川
４８２－
２１１１－
２

宇和島
市三間
町則
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下成家
川
４８２－
２１１２

宇和島
市三間
町成家
（次の
図のと
おり）

土石流 下成家
川
４８２－
２１１２

宇和島
市三間
町成家
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

黒井地
川
４８２－
２１１４

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流 黒井地
川
４８２－
２１１４

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

谷山川
４８２－
２１１５

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流 谷山川
４８２－
２１１５

宇和島
市三間
町黒井
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ノゾイ
川
４８２－
２１１９－
１

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

土石流 ノゾイ
川
４８２－
２１１９－
１

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ノゾイ
川
４８２－
２１１９－
２

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

土石流 ノゾイ
川
４８２－
２１１９－
２

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ノゾイ
川
４８２－
２１１９－
３

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

土石流 ノゾイ
川
４８２－
２１１９－
３

宇和島
市三間
町北増
穂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西元宗
川
４８２－
２１２１－
１

宇和島
市三間
町元宗
（次の
図のと
おり）

土石流 西元宗
川
４８２－
２１２１－
１

宇和島
市三間
町元宗
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西元宗
川
４８２－
２１２１－
２

宇和島
市三間
町元宗
（次の
図のと
おり）

土石流 西元宗
川
４８２－
２１２１－
２

宇和島
市三間
町元宗
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上金銅
川
４８２－
２１２５

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 上金銅
川
４８２－
２１２５

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北上田
川
４８２－
２１２７

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 北上田
川
４８２－
２１２７

宇和島
市三間
町田川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺谷川
４８２－
２１３１－
１

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 寺谷川
４８２－
２１３１－
１

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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寺谷川
４８２－
２１３１－
２

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 寺谷川
４８２－
２１３１－
２

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺谷川
４８２－
２１３１－
３

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 寺谷川
４８２－
２１３１－
３

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

芥川
４８２－
２１３９

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 芥川
４８２－
２１３９

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北芥川
４８２－
２１４０

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 北芥川
４８２－
２１４０

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

左衛門
滝川
４８２－
２１４３

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 左衛門
滝川
４８２－
２１４３

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

御所の
谷川
４８２－
２１４６－
１

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 御所の
谷川
４８２－
２１４６－
１

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

御所の
谷川
４８２－
２１４６－
２

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 御所の
谷川
４８２－
２１４６－
２

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

御所の
谷川
４８２－
２１４６－
３

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 御所の
谷川
４８２－
２１４６－
３

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

御所の
谷川
４８２－
２１４６－
４

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 御所の
谷川
４８２－
２１４６－
４

宇和島
市三間
町音地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

フロン
谷川
４８２－
２１４７

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 フロン
谷川
４８２－
２１４７

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

三間中
間川
４８２－
２１４８

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 三間中
間川
４８２－
２１４８

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東駄場
川
４８２－
２１５１－
１

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 東駄場
川
４８２－
２１５１－
１

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東駄場
川
４８２－
２１５１－
２

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 東駄場
川
４８２－
２１５１－
２

宇和島
市三間
町三間
中間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上馬根
川
４８２－
２１５２

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

土石流 上馬根
川
４８２－
２１５２

宇和島
市三間
町務田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

汐入川
４８６－
１５９７

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

土石流 汐入川
４８６－
１５９７

宇和島
市津島
町北灘
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

米津川
４８６－
１６４１－
２

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

土石流 米津川
４８６－
１６４１－
２

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

鴨田小
川
４８６－
１６４５

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 鴨田小
川
４８６－
１６４５

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

神田川
４８６－
１６６８－
１

宇和島
市津島
町横浦
（次の
図のと
おり）

土石流 神田川
４８６－
１６６８－
１

宇和島
市津島
町横浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

神田川
４８６－
１６６８－
２

宇和島
市津島
町横浦
（次の
図のと
おり）

土石流 神田川
４８６－
１６６８－
２

宇和島
市津島
町横浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

神田川
４８６－
１６６８－
３

宇和島
市津島
町横浦
（次の
図のと
おり）

土石流 神田川
４８６－
１６６８－
３

宇和島
市津島
町横浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

浦知川
４８６－
１６７３

宇和島
市津島
町浦知
（次の
図のと
おり）

土石流 浦知川
４８６－
１６７３

宇和島
市津島
町浦知
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南曲烏
川
４８６－
１６７９

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 南曲烏
川
４８６－
１６７９

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中平井
川
４８６－
１６８０－
１

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 中平井
川
４８６－
１６８０－
１

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中平井
川
４８６－
１６８０－
２

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 中平井
川
４８６－
１６８０－
２

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東平井
川
４８６－
１６８１

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 東平井
川
４８６－
１６８１

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

神社川
４８６－
１６８２

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 神社川
４８６－
１６８２

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

平井川
４８６－
１６８３

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 平井川
４８６－
１６８３

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

成川
４８６－
１６８４

宇和島
市津島
町成
（次の
図のと
おり）

土石流 成川
４８６－
１６８４

宇和島
市津島
町成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

須下川
４８６－
１６８５

宇和島
市津島
町須下
（次の
図のと
おり）

土石流 須下川
４８６－
１６８５

宇和島
市津島
町須下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１７４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和３年２月１９日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町一丁目１０番１号

３ 特定施設に関する事項

� Ｋ－３０２

後川
４８６－
１６８６

宇和島
市津島
町後
（次の
図のと
おり）

土石流 後川
４８６－
１６８６

宇和島
市津島
町後
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

左近谷
川
４８６－
２３８４

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

土石流 左近谷
川
４８６－
２３８４

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

胼ノ江
川
４８６－
２３９１

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

土石流 胼ノ江
川
４８６－
２３９１

宇和島
市津島
町近家
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南山財
谷川
４８６－
２４０１

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

土石流 南山財
谷川
４８６－
２４０１

宇和島
市津島
町山財
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

海前川
４８６－
２４１５

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

土石流 海前川
４８６－
２４１５

宇和島
市津島
町増穂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上鴨田
川
４８６－
２４１８

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 上鴨田
川
４８６－
２４１８

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長谷川
４８６－
２４２３－
１

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 長谷川
４８６－
２４２３－
１

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長谷川
４８６－
２４２３－
２

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 長谷川
４８６－
２４２３－
２

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下西組
川
４８６－
２４３３

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 下西組
川
４８６－
２４３３

宇和島
市津島
町上畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中於泥
川
４８６－
２４３４

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 中於泥
川
４８６－
２４３４

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

於泥上
川
４８６－
２４３６

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 於泥上
川
４８６－
２４３６

宇和島
市津島
町下畑
地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

若松川
４８６－
２４３９

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

土石流 若松川
４８６－
２４３９

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

玉ヶ月
川
４８６－
２４４１

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

土石流 玉ヶ月
川
４８６－
２４４１

宇和島
市津島
町岩松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東針木
川
４８６－
２４５３

宇和島
市津島
町針木
（次の
図のと
おり）

土石流 東針木
川
４８６－
２４５３

宇和島
市津島
町針木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

浦知川
４８６－
２４５４

宇和島
市津島
町浦知
（次の
図のと
おり）

土石流 浦知川
４８６－
２４５４

宇和島
市津島
町浦知
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西大浦
川
４８６－
２４５７

宇和島
市津島
町大浦
・津島
町曲烏
（次の
図のと
おり）

土石流 西大浦
川
４８６－
２４５７

宇和島
市津島
町大浦
・津島
町曲烏
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東平井
川
４８６－
２４５８

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 東平井
川
４８６－
２４５８

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中平井
川右沢
４８６－
Ｊ１４３

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 中平井
川右沢
４８６－
Ｊ１４３

宇和島
市津島
町平井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

幌焼川
４８６－
Ｊ１４４

宇和島
市津島
町成
（次の
図のと
おり）

土石流 幌焼川
４８６－
Ｊ１４４

宇和島
市津島
町成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり９６０キログラム処理

設 置 年 月 日 平成２年２月１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 １６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ヌ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり６０立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成１９年１２月２５日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ヌ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４０立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成１２年９月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，２６９

最大 ５，２６９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．４

最大 ２．４

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液し、西総合排水
口から排出する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ヌ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４０立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成１９年１１月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４３，９１２

最大 ４３，９１２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．２

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液し、西総合排水
口から排出する。

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ８～９．５

最大 ８～９．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１０

最大 ３１０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 ０．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

ほう素及び
その化合物
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３０

最大 ３３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８６

最大 ８６

備考 汚水等は、菊本地区�１総合排水処理施設に送液し、排水口から排出
する。

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ル 湿式集じん施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６３，２００立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成２０年１月１８日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１，８９１

最大 ４５９，０６９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３

最大 ０．３

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液し、西総合排水
口から排出する。

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，８７０

最大 ４１，３１６

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 １

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液し、西総合排水
口から排出する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ヌ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６３，２００立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成２０年１月１８日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ヌ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６３，２００立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成２０年１月１８日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，５６７

最大 １３７，７２１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．５

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液し、西総合排水
口から排出する。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，５４９

最大 ９，５４９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．４

最大 ２．４

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液し、西総合排水
口から排出する。

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１総合排水処理施設

� �３総合排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和４９年６月１日

処 理 施 設 の 種 類 沈降分離処理、中和処理

処 理 施 設 の 型 式 沈降分離処理、中和処理

処 理 施 設 の 構 造 土堰堤型式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

中和槽
縦４８メートル 横６０メートル
深さ２．２メートル

沈降槽
縦９５メートル 横６０メートル
深さ ２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降・中和処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４．０

最大 ２０．０

通常 １４．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ５００

通常 ３３．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．２

最大 ３５．０

通常 ２．２

最大 ３５．０

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．８

最大 ２０．０

通常 １２．８

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ５０．０

通常 １５．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．１

最大 ３５．０

通常 ４．１

最大 ３５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０３

最大 １５．００

通常 １．０３

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１，４６４

最大 ２８，５４７

通常 ２１，４６４

最大 ２８，５４７

備考 汚水等は、�１排水口より排水する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ヌ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３０立方メートル処理

設 置 年 月 日 平成１９年１１月１３日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３，２５９

最大 ３３，２５９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．７

最大 ２．７

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液し、西総合排水
口から排出する。

設 置 年 月 日 昭和５３年８月３１日

処 理 施 設 の 種 類 沈降分離処理

処 理 施 設 の 型 式 沈降分離処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

集水槽
縦１０メートル 横１０メートル
高さ ５メートル

沈降槽
縦２００メートル 横１０メートル
高さ２．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降分離処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

� �３排水口

�愛媛県告示第１７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．２

最大 ３５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７，３９２

最大 ４０，９８８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１，４６４

最大 ２８，５４７

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．８

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．１

最大 ３５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０１

最大 １５．００

通常 １．０１

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７，３９２

最大 ４０，９８８

通常 ３７，３９２

最大 ４０，９８８

備考 汚水等は、�３排水口より排水する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宮崎波方線

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７５番３５地先から

同市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７５番１７地先まで
旧 ４．３０～４．７０ ０．０２１

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７５番５６から

同市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７５番５３まで
新 ４．３０～７．４０ ０．０２１

〃 〃

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７３番１３地先から

同市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７３番１３地先まで
旧 ４．７０～５．４０ ０．０１６

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７３番１４から

同市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７３番１４まで
新 ５．４０～８．５０ ０．０１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宮崎波方線
今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７５番５６から

同市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７５番５３まで
令和３年２月１９日

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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�愛媛県告示第１７７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和３年２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第１７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和３年２月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第１８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和３年２月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

〃 〃
今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７３番１４から

同市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７３番１４まで
〃

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２９）第１８０３８号 平成２９年
１２月１４日 ��栄 水關 妙 大洲市菅田町菅田甲７６４

－１
令和３年
１月１３日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１）第１７３７０号 令和元年
８月６日 坂本工業� 坂本 二郎 大洲市徳森２４１３－１４ 令和３年

１月１９日
土木工事業
とび・土工工事業
舗装工事業

建設業の廃止

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

まきの洋子後援会 槇 野 洋 子 児 玉 光 代 宇和島市津島町高田乙３１７ 令和３年１月６日

池田栄次後援会 池 田 栄 次 池 田 ヨリ子 南宇和郡愛南町御荘長洲１３２０ 令和３年１月１４日

尾崎恵一後援会 坪 � 正 行 金 原 徹 南宇和郡愛南町御荘長月８５５ 令和３年１月１４日

高橋たもつ後援会 � 橋 保 � 橋 保 西条市大町１５８３－３ 令和３年１月２２日

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

安井浩二後援会 � 見 和 政 会 計 責 任 者 野 口 郁 子 安 井 郁 子 平成３０年１１月９日

愛媛県歯科技工士連盟 兵 頭 基 充 主たる事務所の所在地 松山市竹原四丁目１０－５ 松山市北藤原町１５－１４ 令和元年５月１日

代 表 者 兵 頭 基 充 河 野 喜�巳

会 計 責 任 者 岡 田 吉 朗 兵 頭 基 充

松山市医師連盟 岡 本 茂 樹 会 計 責 任 者 浅 野 光 一 井 出 康 人 令和２年６月６日

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和３年２月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

�愛媛県選挙管理委員会告示第２０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和３年２月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

�愛媛県選挙管理委員会告示第２１号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和３年２月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

相原真知子後援会 和 田 惠 子 代 表 者 和 田 惠 子 和 田 一 彌 令和３年１月８日

会 計 責 任 者 和 田 惠 子 和 田 一 彌

岡田勝利後援会 岡 田 重 臣 代 表 者 岡 田 重 臣 田 窪 豊 弘 令和３年１月１８日

愛媛維新の会 越 智 忍 主たる事務所の所在地 今治市大西町脇甲１０３２－１ 松山市河原町５－１０ 令和３年１月２２日

代 表 者 越 智 忍 横 田 弘 之

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

自由民主党愛媛県松山市第二十支部 関 谷 勝 嗣 令和２年１２月３１日

お の 正 昭 後 援 会 山 口 博 明 令和２年５月１６日

き く ち 純 一 後 援 会 井 上 正 典 令和２年７月７日

稲 田 て る ひ ろ 後 援 会 泉 範 幸 令和２年１２月３１日

関 谷 か つ つ ぐ 後 援 会 佐 伯 要 令和２年１２月３１日

土 居 尚 行 後 援 会 土 居 尚 行 令和２年１２月３１日

ま き の 洋 子 後 援 会 槇 野 洋 子 令和２年１２月３１日

石 川 武 美 後 援 会 白 石 則 廣 令和３年１月１６日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

高 橋 た も つ 後 援 会 � 橋 保 令和元年１２月３１日

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

池 田 栄 次 愛南町議会議員 池田栄次後援会 南宇和郡愛南町御荘長洲１３２０ 令和３年１月１４日

改 正 後 改 正 前

１～２ 省略

３ 介護医療院

１～２ 省略

３ 介護医療院

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

介護医療院共立病院 西条市三津屋南９－１０ 令和３年２月８日

介護医療院ほくと 省略 介護医療院ほくと 省略

４～６ 省略 ４～６ 省略

愛 媛 県 報令和３年２月１９日 第１８２号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和３年２月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１５０，９２４

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，０１９

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４３，８６６

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，２９０ １４，４３０

南 宇 和 郡 １８，３５２ ６，１１８

松山市・上浮穴郡 ４３５，６３２ １３９，２７２

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３７，８７２ ４５，９５８

宇和島市・北宇和郡 ７５，６９２ ２５，２３１

八幡浜市・西宇和郡 ３６，７１３ １２，２３８

新 居 浜 市 ９９，１９９ ３３，０６７

西 条 市 ９０，５１４ ３０，１７２

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５０，０６６ １６，６８９

伊 予 市 ３０，９８３ １０，３２８

四 国 中 央 市 ７２，５７８ ２４，１９３

西 予 市 ３１，８８６ １０，６２９

東 温 市 ２８，１４７ ９，３８３

令和３年２月１９日 発行
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